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同 意
第 2 号

同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

同 意
第 3 号

同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

同 意
第 4 号

同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 10 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 11 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 12 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 13 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 14 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 15 号

可決 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 16 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 17 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

審議結果
賛成…○　反対…●　欠席…欠　　

渡辺議長は議事進行のため、採決には加わりません。

令和５年第１回議会定例会２月第２回会議（２月８日開催）から、渡辺泰宣議長が議事進行を行っています。

議 案
番 号

件名と主な内容
（件名は一部省略しています）

教育委員会教育長の任命について……教育長の任期が３
月３１日をもって満了となることから、任命にあたり議
会の同意を求めるもの。

教育委員会委員の任命について……教育委員会委員のう
ち、１名の任期が３月３１日をもって満了となることか
ら、任命にあたり議会の同意を求めるもの。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例の制定について……国
の基準改正に伴い、送迎バスの利用乳幼児等の所在確認
などが義務付けられたことなどの規定を追加するもの。

副町長の選任について……副町長の任期が３月３１日を
もって満了となることから、選任にあたり議会の同意を
求めるもの。

指定管理者の指定について……大多喜町養老渓谷観光セ
ンターの指定管理者について、議会の議決を求めるも
の。

指定管理者の指定について……大多喜町商い資料館の指
定管理者について、議会の議決を求めるもの。

行政組織条例等の一部を改正する条例の制定について…
…特別養護老人ホームの事業廃止に伴い、本条例および
関連条例の改正を行うもの。

督促手数料の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の
制定について……督促手数料を廃止するため、大多喜町
税条例など関係条例の整理に関する条例を制定するも
の。

保育園の設置、管理及び保育の利用に関する条例の一部
を改正する条例の制定について……子ども・子育て支援
法の所管が厚生労働省からこども家庭庁に変更となるこ
とから引用条項について改正するもの。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例の制定について……国の基準
改正に伴い、送迎バスの利用乳幼児等の所在確認などが
義務付けられたことなどの規定を追加するもの。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ
いて……子ども・子育て支援法および、民法、学校教育
法の一部改正に伴い、引用条項について改正するもの。

令和5年第1回議会定例会3月会議
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議 案
第 18 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 19 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 20 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 21 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 22 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 23 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 24 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 25 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 26 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 27 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 28 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 29 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 30 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

令和４年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
……歳入歳出予算の総額からそれぞれ601万5千円を減額
し、補正後の予算総額を1億4,216万9千円とするもの。

件名と主な内容
（件名は一部省略しています）

議 案
番 号

過疎地域持続的発展計画の一部変更について……学校施
設管理事業計画の一部変更について、議会の議決を求め
るもの。

工事請負契約の変更について……橋梁修繕工事請負契約
（町道堀切線堀切橋）の契約金額を変更するため、議会
の議決を求めるもの。

令和４年度一般会計補正予算（第１０号）……歳入歳出
予算の総額からそれぞれ6,438万9千円を減額し、補正後
の予算総額を61億9,127万7千円とするもの。

令和４年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号）…
…歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億2,816万5千円を
減額し、補正後の予算総額を12億745万9千円とするも
の。

消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について……消防団員の年額報
酬のうち、副部長、班長、団員などについて改正を行う
もの。

辺地に係る総合整備計画の策定について……基幹農道の
整備計画策定について議会の議決を求めるもの。

令和４年度介護保険特別会計補正予算（第３号）……歳
入歳出予算の総額からそれぞれ7,378万円を減額し、補
正後の予算総額を12億3,791万8千円とするもの。

工事請負契約の変更について……面白峡遊歩道整備工事
請負契約の工期を変更するため、議会の議決を求めるも
の。

令和４年度水道事業会計補正予算（第４号）
（補正後の予算総額）
収益的収入及び支出
　事業収益4億9,819万7千円（1,326万5千円を追加）
　事業費用5億418万6千円（261万7千円を追加）

介護保険条例の一部を改正する条例の制定について……
督促手数料廃止および個人情報の保護に関する法律の改
正に伴い、関係条項の改正を行うもの。

子ども・子育て審議会条例の一部を改正する条例の制定
について……子ども・子育て支援法の所管が厚生労働省
からこども家庭庁に変更となることから引用条項につい
て改正するもの。

国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
……出産育児一時金の支給額を４０万８千円から４８万
８千円に改正するもの。
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議 案
第 31 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 32 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

発 議
第 3 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 33 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 34 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 35 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 36 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 37 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

発 議
第 1 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

発 議
第 2 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議 案
第 38 号

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について…
…特別養護老人ホームの廃止に伴い、所管事務の規定を
改正するもの。

議案第３２号令和５年度一般会計予算に対する附帯決議
について……多目的庁舎建設事業について、住民ニーズ
を的確にとらえ、事業に取り組むことを求めるもの。

令和５年度一般会計補正予算（第１号）……歳入歳出予
算の総額に3,040万7千円を追加し、補正後の予算総額を
57億4,240万7千円とするもの。

令和５年度一般会計予算……歳入歳出予算の総額を57億
1,200万円とするもの。

令和５年度鉄道経営対策事業基金特別会計予算……歳入
歳出予算の総額を13万5千円とするもの。

議会の個人情報の保護に関する条例の制定について……
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、議会の
個人情報保護条例を制定するもの。

令和５年度介護保険特別会計予算……歳入歳出予算の総
額を12億8,516万5千円とするもの。

令和５年度水道事業会計予算……収益的収入を4億9,839
万8千円、収益的支出を5億567万3千円、資本的収入を
8,597万1千円、資本的支出を2億2,891万8千円とするも
の。

令和５年度国民健康保険特別会計予算……歳入歳出予算
の総額を12億5,382万2千円とするもの。

令和５年度後期高齢者医療特別会計予算……歳入歳出予
算の総額を1億5,045万2千円とするもの。

令和４年度特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第５
号）
（補正後の予算総額）
収益的収入及び支出
　事業収益1億7,751万7千円（2,164万7千円を減額）
　事業費用2億7,428万1千円（535万円を減額）

議 案
番 号

件名と主な内容
（件名は一部省略しています）


